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フランスのセクハラ法

山崎文夫

はじめに

わが国において，職場における性的嫌がらせすなわちセクシャルハラスメ

ントの問題は，これまで様々な角度から議論されてきたところである。しか

し，その議論は主としてセクシャルハラスメントという言葉の発祥の地であ

るアメリカ合衆国及びイギリスなどアングロ・サクソン諸国の議論によると

ころが大きい。この問題について，法的には現在これら諸国の議論が優位を

占めることは否めないところであるが，他方，ＥＣ（ＥＵ）を中心にヨーロ
（１）

シバ諸国でもセクノ､ラに対する法的対応がなされつつあるところである。

本稿では，フランスのセクハラ関連立法を取り上げる。これは，ヨーロッ

パで初めてのセクハラに関する立法であり，しかも直接立法の対象となるセ

クハラの範囲を加害者が職務権限を濫用した場合に限定し，犯罪として刑事

罰を科すとともに，被害者を解雇，懲戒等の不利益処分から刑事的・民事的

に保護するという特徴を有している。

わが国では，福岡セクハラ事件福岡地裁判決（平４．４．１６労判607）をは

じめ幾つかの判決が出され，法的にも論点が明らかにされつつある。また，

雇用管理の観点から労働省委託の研究会報告書（女子雇用管理とコミュニケ
（２）

－ション・ギャップ゜に関する研究会報告書，平５．１０）が出され，わが国独

自の対応がなされ始めたところでもある。このような状況において，フラン

スのセクハラ関連立法は，大陸法系の立法として，従来の議論とは異なった

新たな検討の視点を与えてくれるものと思う。
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註

（１）詳しくは，『職場における男女の尊厳を保護するために－ＥＣのセクシャル

，ハラスメント関係資料』女性職業財団，1992年を参照。

（２）『女子雇用管理とコミュニケーション・ギャップに関する研究会報告書」２１

世紀職業財団，1993年。

Ｉフランスのセクハラ関連立法の概要

本稿で取り上げるフランスのセクハラ関連立法は，セクハラ罪を新設し，

職務権限濫用を他の性犯罪の刑の加重事由とする規定を含む新刑法典（人に

対する重罪及び軽罪の禁止に関する刑法典の規定を改正する1992年６月22日

の法律ｎ．92-684）と，それを受けて雇用の枠内においてセクハラの被害者

保護及び防止をはかる1992年11月２日の法律（労使関係における性的権限濫

用に関し労働法典及び刑事訴訟法典を改正する1992年11月２日の法律ｎ．92

-1179）のふたつである。元来刑法典改正原案にはセクハラに関する規定は

なく，両者の提案及び成立には唐突な感が否めないではないが，一般的には

ＥＣ委員会「労働における男性と女性の尊厳の保護に関する勧告」（1991年

１１月27日）を始めとする一連のＥＣの活動の影響及びフランス国内において
（１）

改革の精神が熟してし､たことが大きいといわれている。

ｌ新刑法典（1992年６月22日の法律）

新刑法典のセクハラに関する規定はふたつある。ひとつは，セクハラ罪を

定める222-33条であり，もうひとつは，職務により得た権限を濫用する者が

他の性犯罪を犯した場合にそれを刑の加重事由とする規定である。刑法典第

Ⅱ冊，第Ⅱ編身体に対する打撃，第Ⅱ章人の肉体的又は精神的完全性に対す

る打撃，第Ⅲ節性的攻撃は次のように規定する（◇の部分)。

｢第Ⅲ節性的攻撃

222-22条性的攻撃(agressionsexuelle）とは，暴力，強制，脅迫又
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|土驚'傍を用いて犯したあらゆる性的侵害をいう。

第１パラグラフ強姦

222-23条いかなる性質であれ暴力，強制，脅迫又は驚Ｉ曙を用いて他

人に対して犯した性的貫入を強姦とする。

強姦は15年の禁固に処する。

222-24条次の場合強姦は20年の禁固に処する。

１°恒久的切断又は身体障害を引き起こした場合。

２°１５歳の未成年者に対して犯した場合。

３･年齢，疾病，障害，肉体的若しくは精神的欠陥又は妊娠に起因す

る特別の傷つき易さが明白又は行為者から分かる者に対して犯した

場合。

４.自然若しくは養子縁組による正当な尊属又は被害者に対して権限

を有するその他の者が犯した場合。

〈５゜職務により得た権限を濫用する者が犯した場合｡＞

６゜行為者又は共犯者の資格で行動する複数の者が犯した場合。

７°武器を用い又は武器の脅迫を用いて犯した場合。

第２パラグラフその他の性的攻撃

222-27条強姦以外の性的攻撃は５年の拘禁及び50万フランの罰金に

処する。

222-28条222-27条の犯罪は次の場合７年の拘禁及び70万フランの罰

金に処する。……

《３．職務により得た権限を濫用する者が犯した場合｡＞

222-29条強姦以外の性的攻撃は次の者になされた場合７年の拘禁及

び70万フランの罰金に処する。

１°１５歳の未成年者に対して犯した場合。

２°年齢，疾病，障害，肉体的若しくは精神的欠陥又は妊娠に起因す
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る特別の傷つき易さが明白又は行為者から分かる者に対して犯した

場合。

222-30条222-29条の犯罪は次の場合10年の拘禁及び100万フランの

罰金に処する。……

《３．職務により得た権限を濫用する者が犯した場合｡》

〈第３パラグラフセクシャルハラスメント（harcelementsexuel）

222-33条職務により得た権限を濫用する者が性的待遇を得ることを

目的として命令，脅迫又は強制を用いて他人に嫌がらせをする(harceler）

行為は１年の拘禁及び10万フランの罰金に処する｡>」

フランスのセクハラは，上記のように「職務により得た権限の濫用」を中

心に構成されているが，性犯罪について職務上の権限濫用の存在を考慮する

ことは従来から行なわれていた。すなわち，破段院は，１９世紀半ばから，被

害者に対して職務上の権限を有する者が強姦又は強制狼褒罪を犯した場合に
（２）

|土刑を加重してきたし，1960年には，職務上の権限濫用を精神的暴力として
（３）

性犯罪の要素である暴力，強帝I等とみなしている。立法も，1863年５月13日

の法律により，刑法典旧333条の15歳未満の児童に対する狼襲罪に関して，

｢教師｣，「被害者に対して権限を有する者」（労働者に対する親方，パトロン，
（４）

職長を含む）が犯した場合を升Ｉの加重事由としていたし，1980年12月23日の

法律は，強姦罪及び強制狼褒罪（刑法典旧332.333条）に関して，「被害者

に対して権限を有する者｣，「職務により得た権限を濫用する者」が犯した場

合を刑の加重事由とした。

この1980法は，また，現代社会における新しい多様な性的暴行の発生等の

状況変化に対応して，強姦罪と狼褒罪の規定を全面的に改正するものである。

同法は，強姦を「性的貫入行為」とし男女の性交以外のものを含めて幅広く

定義するとともに（被害者は男性及び女性であり性交以外の性的貫入行為も

含まれる)，従来は被害者の不同意の証明として犯罪の成立に必要とされて
（５）

きた「被害者の激しい抵抗」を必ずしも必要としなし､ものとしている。１９９２
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年法は，このような脈絡のなかで，従来からの刑の加重事由を再編しつつ，

セクハラ罪を制定したものである。従って，使用者，上長，重要な顧客が犯

罪の行為者となりうるが，同法ではセクハラは必ずしも企業関係には限定さ

れていない。教員(enseignants),何らかの権限を有する受託者(d6positaires）
（６）

し行為者たりうるのである。

ところで，刑法典でいう「セクハラ（harc61ementsexuel)」や，「嫌がら

せをする(harceler)」という文言は，英語の「セクシャル・ハラスメント

(sexualharassment)」のフランス語訳である。従って，この文言は必ずしも

フランス語の通用語とは完全に一致しているわけではない。しかし，法案審

議中から採用を条件に性関係を強要するいわゆる「採用強請り（chantageA
（７）

l'embauche)」のような行為がこれに当たるものとされてし､る。

新刑法典は，1994年３月１日施行であり，セクハラに関する規定がどれだ

け使用されるかは今のところ未知数である。しかし，フランスでは，犯罪被

害者は，加害者に対して，民事裁判所において損害賠償請求を行なうか，刑

事裁判所で付帯私訴による損害賠償請求を行なうかの訴追選択権を有してお
（８）

り，一般に刑事裁半l所への訴追を好む傾向がある。それは，刑事手続が民事
（９）

手続より，迅速で，安上りで，証明力;容易で，効果的であるからである。

セクハラに関しても，過去において，被害者が付帯私訴により損害賠償を
（10）

得た例が見られる。今後も，被害者ｶｮ公訴権を始動させる付帯私訴を行使し

加害者の責任を追及することは十分に予想されるところである。

21992年１１月２日の法律

1992年11月２日の法律は全10条からなる。第１条は，労働法典第１冊第Ⅱ

編第Ⅱ章第Ⅵ節就業規則，労働者保護及び懲戒権に，以下の三条を補うもの

である。

「Ｌ122-46条職務により得た権限を濫用し，自ら又は第三者のため

に性的待遇を得ることを目的として，労働者に対して命令を与え，脅迫

的言動を述べ，強制し又はあるゆる性質の圧力をかけた使用者，その代
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表者その他すべての者のいやがらせ行為を被ったこと又は被ることを拒

絶したことを理由として，いかなる労働者も，懲戒又は解雇されない。

いかなる労働者も，前項に規定する行為を証言したこと又は供述した

ことを理由として懲戒又は解雇されない。

これに違反する規定又は行為は無効とする。

Ｌ122-47条Ｌ､122-46条に規定する行為をした労働者は懲戒処分を

科されるものとする。

Ｌ122-48条企業長は前二条の行為を予防するために必要なすべて

の準備を行なう義務を負う｡」

上記刑法典222-33条及び労働法典Ｌ122-46条の文言からわかるように，

法律上明確なセクハラの定義は存在しない。しかし，Ｌ122-46条から，①

｢職務により得た権限の濫用｣，②「圧力手段及び性的目的｣，③「被害者の

職業生活への影響」という三つのセクハラの本質的構成要素を識別すること
（11）

力１できる。

第一の要素については，労働関係の領域における権限の保持者とは，使用

者又はその「代表者」すなわち使用者が権限(autorit6)を委任する者をいう。

権限の保持者には，明示的委任に基づく権限保持者の他に，「事実上の権限」
（12）

の保持者も含まれる。すなわち，社会的↑旨導者（労働組合代表など)，直属

でない上司，使用者の配偶者及び両親などである。事実上の命令権限を行

使する出向先，派遣先又は元請の関係者も含まれる。また，重要な契約を締

結する顧客がこれに含まれることが審議中に指摘されている。アメリカの

ＥＥＯＣ（雇用機会平等委員会）やＥＣのセクシュアル・ハラスメントの定
（13）

義にはこの要素がなく，セク'､ラには同僚の行為が含まれる。

第二の要素については，Ｌ122-46条は，権限濫用の特徴的使用方法に関

して，刑法典セクハラ罪で明示されている行為である命令，脅迫及び強制に，

｢あらゆる性質の圧力」を加えている。これは，命令，脅迫及び強制と性格

づけられない言葉や身振りにより表現されるセクハラ状況を広くカバーしよ

うとしたものである。この命令，脅迫，強制及び圧力が，「性的待遇」を得
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る目的で行なわれなければならない。なお，同条は「被った」という文言を
（14）

用し､ており，被害者の明確な拒否の有無は同条の保護にはかかわりがない。

本条では，アメリカでいう「代償型セクハラ」が問題であって，「環境型セ

クハラ」や「不快な行為」は本条の直接的対象からは排除されている。「性

的待遇」は女性のそれに限られるものではなく，男性もセクハラの被害者た
（15）

りうるものであることI土刑法典の性犯罪の場合と同様である。

第三に，労働法典Ｌ122-46条では，条文上明記されてはいないが，命令，

脅迫，強制及び圧力の圧力手段が被害者の雇用又は職歴に影響を及ぼすもの

(解雇，懲戒，差別）でなければならない。脅かされる雇用は専ら被害者の

それであり，雇用に対する影響は実際的であらねばならない。この条件を満

たさない場合同条の適用はなく，雇用に関する条件を課さない刑法典222-33
（16）

条の適用の易Ｍｘ問題となる。

1992年法第２条は，労働法典第１冊第Ⅱ編第Ⅲ章女性及び男性間の職業的

平等,Ｌ123-1条に次の－項を補うものである（◇の部分)。

「Ｌ１２３－１条何人も次のことをすることができない。但し本法典

に特別の規定がある場合及び一方の性に属することが雇用又は職業活動

の決定的条件である場合はこの限りではない。

ａ）対象たる労働契約の性質を問わず，求人の申込その他の採用に関

する公告形式において応募者の性又は家族状況を記載し又は記載させる

こと。

ｂ）性若しくは家族状況を考慮して又は性若しくは家族状況により異

なる選択基準に基づいて，人の採用を拒否し，異動を通告し又は労働者

の労働契約更新を拒絶すること。

ｃ）特に報酬，教育，配属，資格，職務等級，昇進又は異動に関して，

性を考慮してあらゆる措置を取ること。

全国的レベルで最も代表的な使用者及び労働者の諸組織の意見を聴い

たのちに，コンセイユ・デタの議を経たデクレが，一方の性に属するこ

とが決定的行使条件をなす雇用又は職業活動のリストを決定する。
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〈何人も，特に採用，報酬，教育，配属，資格，職務等級，昇進，異

動，解約，労働契約更新又は懲戒に関して，関係者がＬ122-46条に規

定する行為を被ったこと若しくは被ることを拒絶したこと又は同行為を

証言したこと若しくは供述したことを考慮することができない｡》」

Ｌ123-1条には次のような罰則が付いている。

「Ｌ１５２－１－１条Ｌ１２３－１条の規定に対する違反は，２箇月以上２年

以下の拘禁及び２千フラン以上２万フラン以下の罰金又はそのいずれか

に処する。

裁判所は，有罪とされた者の費用により，刑法典51条に定める条件で

判決文の掲示を命じ，裁判所が指定する新聞への判決文の全部又は要旨

の掲載を命じることができる。但し，その費用は科せられる罰金の上限

を越えることができない。

Ｌ１５２－１－２条刑の宣告延期に関する刑事訴訟法典469-1条及び

469-3条の規定は，Ｌ１２３－１条の規定違反に関する訴追の場合に適用

される。但し，次の特別措置を妨げるものではない。

刑の宣告延期が，使用者が，企業委員会又はそれがないときは従業員

代表への諮問を経て所定期間内に，当該企業において女性及び男性間の

職業的平等を確保するために適切な措置を定める旨の命令を含むこと。

宣告延期は、必要な場合には、使用者が所定期間内に特定の措置を遂行

する旨の命令を含むことができる。
（17）

裁判所は判決の仮執行を命じることカミできる｡」

Ｌ､１２３－１条の条文は，Ｌ123-7条により，職場並びに採用場所及びその

入口に掲示されなければならない。

第３条は，同じく，Ｌ123-6条に次の－項を補うものである（《＞の部分)。

「Ｌ１２３－６条企業において代表的な労働組合組織は，労働組合組織

が関係者に書面によりその意図を通知し，その日から１５日以内に同人が

反対の意思を表明しない場合は，同人の委任を証明することなく，企業

の労働者のためにＬ123-1条及びＬ､１４０－２条乃至Ｌ１４０－４条により
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生じる訴訟を裁判所において遂行することができる。

関係者はいつでも労働組合が開始した訴訟に参加することができる。

《労働者のために遂行されるＬ１２３－１条末尾項による訴訟について，

労働組合組織は関係者の書面の同意を証明しなければならない｡》」

フランスの労働組合は，それが代表する職業の集団的利益に直接的間接的

に損害を及ぼす行為について民事上の当事者として訴訟を提起するいわゆる

組合訴権を有するが（L､411-11条)，本条は，セクハラについて，労働者の

私生活保護と訴訟の自由を確保するために，労働組合に対して被害者である

労働者の明示の委任を義務づけたものである。セクハラ被害者はこの規定に
（18）

より，法廷において労働組合の補助を受けること力ｉできる。

第４条は，性暴力闘争団体についても同様の規定を定めている。セクハラ

に関しては1992年12月16日の法律により一定の要件（性暴力に対する闘争を

定款の目的に掲げ，正規の発足より５年以上経過）を満たす性暴力闘争団体
（19）

にも訴権が与えられてし､る。

第５条は，労働法典第Ⅱ冊第Ⅲ編第Ⅵ章安全衛生労働条件委員会，Ｌ２３６

－２条に次の－項を補うものである（◇の部分)。

「L､236-2条安全衛生労働条件委員会は，事業場の労働者及び派遣労働

者を含む外部企業により供給される労働者の健康及び安全の保護に寄与し，

特に女性のあらゆる雇用へのアクセスを促進するため及び母性に関わる問題

に対応するために労働条件の改善に寄与する使命を有する。委員会は，これ

らの事項に関する法令の規定の遵守を監視する使命を有する。

委員会は，事業場の労働者が曝露されうる職業的危険の分析及び労働条件

の分析を行なう。委員会は，妊婦が曝露されうる職業的危険の分析を行なう。

委員会は，定期的に監査を行ない，監査の頻度は少なくとも委員会の定例

会のそれに等しいものとする。委員会は，労働災害又は職業病若しくは職業

性疾病について調査を行なう。

委員会は，事業場における職業的危険の予防に寄与し，この見地において

有用と思われる発議を行なう。委員会は，そのために予防行動を提案するこ
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とができる。使用者がそれに反対する場合，委員会はその決定に理由を付さ

なければならない，

委員会は，その使命に関わる文書，特に就業規則について意見をのべる。

《委員会は，セクハラに関する予防行動を提案することができる｡＞

委員会は，衛生安全条件又は労働条件を変更する重要な取り決めに関する

決定，特に機械設備の変更，製造物の変更又は労働組織に起因する労働ポス

トの重要な変更，労働報酬に関わり又は関わらない生産性リズム及び基準の

すべての変更の前に諮問される。……」

第６条及び第７条は，公務員に関する規定である。

第８条は，「労働法典Ｌ１２３－１条末尾項の規定……に基づいて訴訟が提

起された場合，弁論は当事者の一方の請求により非公開で又は合議室で行な

う｡」と規定する，

第９条は，船員に関する規定である。

第10条は，第1条と同じ節のＬ122-34条に次の－項を補うものである

(◇の部分)。

「Ｌ122-34条就業規則とは限定的に次のことを定める文書をいう。

－企業又は事業場において安全衛生に関する規制を適用する措置……。

－労働者の安全及び健康が関わる場合に，使用者の請求に基づき，労働者の

安全及び健康を保護する労働条件の見直しに労働者が参加を要請される条

件。

－規律に関する一般的かつ恒久的規則。特に使用者が取ることができる制裁

の性質及び等級。

就業規則はＬ122-41条又は労働協約による労働者の防御権に関する規定

を定める。

〈就業規則は，本法典Ｌ122-46条及びＬ・’22-47条による性に関する権限濫

用に関わる規定を想起させるものとする｡》」

この規定は，Ｌ122-46条及びＬ122-47条が定める性的な権限濫用に関す

る規定の就業規則への記載を要求するものである。これは，労働者全体にセ
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クハラに関する認識を促進することを要請する前記ＥＣ勧告第１条に応じた
（20）

ものである。

註
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Codep6naｌｅｔｄｅｌａｌｏｉｎ９２－ｌｌ７９ｄｕ２ｎｏｖｅｍｂｒｅｌ９９２ｒｅｌａｔｉｖｅｄｌ，ａｂｕｓ

ｄ'autorit6enmati6resexuelle),JCP93,6..Ｇ.1,3662,ｐ137．

ＥＣ委員会勧告については，２１世紀職業財団前掲書，４０頁以下の仮訳を参照。

（２）Crim27ao6tl857,Ｓ,1857.1.786,,.1857.Ｌ４１４．

（３）Ｃrim､２９avr・’960,ｓ１９６０．２５３；FranCoiseDekeuwer-Defossez,Droitsdes

femmesDalloz’１９８５，ｐ,２３４．

（４）Dictionnairededroit,Dalloz,1966,ｔｏｍｅＬｐ､２０７．

（５）Dani61eMayer：Lenouvel6clairagedonn6auviolparlar6formedu23d6cem‐

brel980,，.chrpp､２８３ets・’970年代半ばから80年代半ばの欧米諸国において

同様の法改正が行なわれていることについては，上村貞美「人権としての性的自

由と強姦罪」香川法学７巻３．４号，527頁以下を参照。

（６）FDekeuwer-Defossez：Leharc61ementsexuel……,ｐｐ､138ｅｔｓ．

（７）ｉbid．

（８）新倉修「新しいフランス刑法の光と影」法律時報58巻12号49頁。

（９）Ｇ・ステファニ他『フランス刑事法〔刑事訴訟法〕」成文堂，1982年，148頁。

(10）ＴribunaldegTandeinstancedeParis（l7ech.),４avrill990，Ｄｒ､ouvl992，

ｐ２６〔暴行罪の付帯私訴により被害者ホテル客室係Ｄ夫人が加害者ホテル支配

人等二名から各自5000フランの損害賠償を得た例（'９４年１月現在１フラン＝

２０円)。加害者二名は暴行罪につき有罪，各自執行猶予付３箇月の拘禁及び

5000フランの罰金〕；TribunalcorrectionneldeLille,l8janvierl993,LeMonde，

２０janvierl993〔暴力行為の付帯私訴により被害者Ｄ嬢（28）が加害者広告代

理店カードルから5000フランの損害賠償を得た例。加害者は暴力行為につき有罪，

10,000フランの罰金〕。

なお，刑事裁判における私訴原告（被害者）代理人の役割については，Domini‐

queVernieretMauricePeyrot，ＬａＣｏｕｒｄ'Assises,ＰＵＦ.，1989,ｐｐ､６３ｅｔｓ・を

参照。その検察官にも比すべき役割の具体例については，ショワジール編「訴え

る女たち－レイプ裁判の記録」講談社，1979年を参照。

(11）ClaudeRoy-Loustaunau：Leharc6lementsexuel〈dlafranQaise＞Comme､‐

tairedelaloin､92-1179ｄｕ２ｎｏｖｅｍｂｒｅｌ９９２ＪＣＰ９３，ｄｄＥ，Ｌ２３７，ｐｐ、１８９ｅｔ

Ｓ．

(12）刑法上の概念である「事実上の権限」につし､ては，Encyclop6dieDalloz，

P6nalLAttentatauxmoeurs,ｎ.ｌ３５ｅｔｓ・を参照。
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(13）ＥＥＯＣの1980年のガイドラインによれば，「歓迎されない性的接近，性的

行為の要求及び他の性的性質を有する口頭又は身体上の行為は，以下のような場

合，セクシュアル・ハラスメントを構成する。

（１）このような行為への服従が，明示的であれ黙示的であれ，個人の雇用の条

件を形成する場合

（２）個人によるこのような行為への服従又は拒絶が，その個人に影響する雇用

上の決定の基礎として用いられる場合，又は，

（３）このような行為が，個人の職務遂行を不当に阻害し，又は脅迫，敵意，若

しくは不快な労働環境を創出する目的又は効果を持つ場合｡」とされている。

また，ＥＣの1991年勧告第１条によれば「上司及び同僚の行為を含め，職場に

おける男女の尊厳に影響を及ぼす性的性格をもつ行為，又はその他の性に基づ

く行為は，次の場合には許容できないという認識を促進するために，加盟国が

何らかの行動をとることを勧告する。

（a）そうした行為が，受け手にとって，望まれない，道理をわきまえない，

及び不快なものである場合

（b）使用者又は労働者（上司又は同僚を含む）の側による，そうした行為に

対して，個人が拒否したり，又は服従したりすることが，明示的又は暗示

的にその個人の職業訓練の機会や雇用への機会や雇用の継続や昇給や俸給

やそのほかの雇用上の諸決定に影響する決定のための基盤として用いられ

る場合及び／又は，

（c）そうした行為が，受け手にとって，その労働環境を，脅迫的，敵対的又

は屈辱的なものにする場合」とされている（２１世紀職業財団前掲書，３３頁

以下によるル

セクハラの定義については，山田省三「セクシュアルハラスメント法理

の到達点と今後の課題」東京弁護士会会報83,34頁以下を参照。

(14）CRoy-Loustaunaup,ｏｐ・Cit・ｐｐ・ｌ９０ｅｔｓ．

(15）FDekeuweT-Defossez：Leharc61ementsexuel,……pp・ｌ３８ｅｔｓ．

(16）Ｃ､Roy-Loustaunaup,ｏｐ・Cit､ｐｐｌ８９ｅｔｓ．

(17）「刑法典51条法律が特別に規定する場合，裁判所は有罪とされた者の費用

により，裁判所が指定する場所で，判決が非常に明確に掲示さるべきことを命じ

ることができる。

掲示は重罪又は軽罪に関して２箇月を越えない期間の間て･宣告されるものとす

る。但し，法律に別段の定めがある場合はこの限りではない。

本条により貼付された掲示物の全部又は－部の故意による除去，隠蔽及び破棄

は500フラン以上8000フラン以下の罰金及び１箇月以上６箇月以下の拘禁又はそ

のいずれかに処する。有罪とされた者の費用により新たな全体的掲示遂行の措置

が行なわれるものとする｡」

(18）CRoy-Loustaunaup,ｏｐ､Cit.ｐ・'95．

(19）Ｆ・Dekeuwer-Defossez：Leharc61mentsexuel……,ｐ139.
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(20）CRoy-Loustaunaup,ｏｐ､Cit・ｐｐ・ｌ９８ｅｔｓ．

Ⅱ被害者保護と予防

１被害者保護

1992年11月２日の法律がセクハラ被害者の保護を中心に規定したことには

理由がある。フランスにおいては，使用者によるセクハラ被害者の解雇・懲

戒等の不利益処分はかねてから大きな問題であった。というのは，破段院判

例によれば，使用者即ち企業長（個人企業のオーナー及び会社の代表取締役

社長）は，企業運営の責任者かつ判定者であり，従業員間の不和が企業運営

を妨げると判定した場合，従業員の一方との協力を好み，従業員の一方を解
（１）

雇することができるとされているからである。半l例には，上司との執勘な不
（２）

和を理由にタイピストを解雇したことを濫用的解雇でなし､とした破設院判例

や，従業員全体との不和を理由とした事業所長の解雇を濫用的解雇でないと
（３）

した破段院半Ⅲ例があるが，一般に使用者は，従業員間の不和に際して，企業

の良好な運営を確保するために労働者よりもカードル（管理職）との協力を
（４）

好む傾向があるとし､われている。

セクハラ被害者の解雇についても，例えば，重役に言い寄られて拒否した

ホテル・メイドを勤務態度不良を理由として解雇したことを濫用的解雇とし
（５）

た破段院半I決，カフェテリア支配人からセクハラを受けた女子従業員に対す
（６）

る解雇を濫用的解雇とした破段院半I決，上司|こよる反復的交際申込を拒否し

た家具会社女性販売員に対する成績不良を理由とする解雇を濫用的解雇とし
（７）

たパリ控訴院判決，取締役社長から暴行及びセクハラを受けたホテノレ客室係
（８）

に対する態度不良を理由とする解雇を濫用的解雇としたパリ労働裁判所半I決

等々がある。

懲戒及び配転についても，業務部長からセクハラを受けたため上司を非難

した秘書を懲戒解雇手続に付託しその後配転したことに関し，配転を契約の

範囲内として有効としたが，事実を確認することなく無思慮かつ屈辱的に懲
（９）

戒手続きに付託したとして使用者Iこ慰謝料の支払いを命じた破段院判決があ
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る。

これに対して，労働法典Ｌ122-46条及びＬ､１２３－１条は，セクハラ被害者

及び証人の解雇及び懲戒の無効と，職歴に影響を及ぼす差別措置の禁止を定

める。

解雇については，既にＬ､122-45条が，労働者の性を理由とする差別的解

雇を無効としていたが，Ｌ､122-46条はこれにセクハラを加えるものである。

上記判例のように，従来の支配的判例はセクハラ被害者の解雇を濫用的解雇

とする傾向を示しているが，被害者の積極的・消極的リアクション（平手打

ち，罵言雑言，アプセンテイズム，能率低下労働環境悪化など）を理由に被

害者の解雇を正当化する判決が少数ながら存在した。同条はこの判決を否定

するものであり，今後被害者のリアクションは原則として労働者に不利に解
（10）

釈することはできなし､。

ただし，フランスでは，いまだ解雇無効＝復職ではなく，裁判所は使用

者に労働者の復職を勧告できるだけであり，復職が拒否された場合，労働
（11）

者は解雇補償金で満足しなければならないことに注意しなければならなし､。

被害者及び証人に対する懲戒処分が無効であることはわが国と変わりはな
(１２）

し、｡

次に，Ｌ１２３－１条による職歴に影響を及ぼす差別措置（特に採用，報酬，

教育，配属，資格，職務等級，昇進，異動，解約，労働契約更新又は懲戒に

関わる措置）の禁止には，前述の通り刑事罰が付いており，これらの行為は，

セクハラ差別罪(d61itdediscriminationli6auharcelementsexuel）として処罰

を受けるものである。これらは同時に刑法典222-33条のセクハラ罪として重

複的に責任を問われうる場合があり，さらに解雇と懲戒については，無効と
（13）

し、う民事上の効果が結びつくことになる。

なお，事実を確認することなく無思慮かつ屈辱的にセクハラ被害者を懲戒

手続に付託したことを違法とする破穀院判決があることは前述の通りである。

また，フランスでは，セクハラ被害者である労働者が辞職しても解雇補償を

受けることができる場合がある。すなわち，労働契約の当事者は，その約定
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したところを誠実に履行する義務を負い（民法典1134条３項)，使用者は，

正当な理由なく迫害的措置をとり，契約を遂行しがたい職場の雰囲気を創り

出して自発的に労働者を辞職させようとしてはならない。そのような事情が

ある場合，労働者は，民法典1184条に規定する債務不履行による契約解除の

規定により，使用者の債務不履行を確認し，不履行は契約破棄を使用者の責

めに帰すべきものとすると宣言して，契約破棄を裁判所に請求することがで

きる。この場合解雇補償の効果が付与される。約定の範囲を越える配転など
（14）

の使用者による一方的な労働契約の本質的変更1こついても同様である。

２セクハラの予防

（１）加害者の懲戒処分

セクハラ加害者に対する解雇も含めた懲戒処分は新しい問題ではない。労

働裁判所は加害者の解雇を有効と判断しているし，破段院も「セクハラは即
（15）

時解雇を正当化する重大な過失を構成する」と明言してし､る。

しかし，使用者は，時として，犯罪加害者たる従業員の解雇を差し控える

ことがあるといわれている。というのは，被害者たる従業員は加害者の解雇

で満足する場合もあるが，そうでない場合もあり，その場合加害者を解雇す

ることは，使用者が民法典1384条５項の使用者責任を承認したと解される可
（16）

甘皀性があるからである。

しかしながら，労働法典Ｌ122-47条は，加害者は懲戒処分を科されるも

のとすると規定しており，Ｌ122-48条は，使用者がセクハラを予防するた

めに必要なすべての準備を行なう義務を負うとし，さらに，Ｌ122-34条に

より，使用者は，就業規則にＬ､122-46条及びＬ122-47条の内容を記載しな

ければならないとする。これらの規定は，労働法典中において懲戒事由を具

体的に規定し，加害者に対する懲戒権行使を促したという点においては革新

的なものであるが，これらの規定は，Ｌ､１２３－７条によるＬ１２３－１条の職場

などでの掲示とともに「性的な権限濫用は，今後は犯罪である」ということ

を集団的心性のなかに浸透させることに本質的目的があり，必ずしも使用者
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（17）

に懲戒権行使を義務付けるものではなし､と解されている。

ただし，懲戒権行使は依然使用者の裁量に委ねられているとはいえ，従来

同様ではない。労働法典中にセクハラに関する規定が記載されることにより，

労働監督官は，セクハラに関する一般的監督権限を有する。監督官は労働法

典の規定の遵守を監督し，－件書類作成のために苦情を受理し，違反を確認

し，使用者に対して迅速に問題を処理するよう促すことができるのである。

この他，企業委員会，従業員代表，労働組合代表などの労働者代表制度の警
（１８）

告も懲戒権行使に有用な貢献をなすことができると考えられてし､る。

（２）安全衛生労働条件委員会の役割

Ｌ236-2条は，安全衛生労働条件委員会（諮問機関．労働者50人以上を

使用する事業場に設置）がセクハラに関する予防行動を提案することができ

ると定めた。同委員会は，1982年12月23日の法律（オルー法）により，すで

に，女性のあらゆる雇用へのアクセス促進のため及び母性に関わる問題の改
（19）

善に対応するための労働条件改善への寄与という一般的使命を有して才ざり，

これに，今回セクハラに関する提案権という権限が加えられた。同委員会は，

この権限を行使するとともに，労働条件のタイトルの下で，本法の直接の規

制対象となっていないポルノ写真掲示などの「環境型セクハラ」や同僚間の

セクハラをも含めた有効な予防活動を行なうことができる。

なお，同委員会が設置されていない事業場では，従業員代表（労働者１０人

以上を使用する事業場で選出）がその職務を行なう（Ｌ２３６－１条)。ま

た，Ｌ236-2条は，従業員代表のほか，企業委員会，労働組合代表などの

他の代表機関のセクハラ予防への参加を禁止するものではない。これらの参

加により，企業の状況に対応した創造性あるセクハラ予防ができるはずであ
(20）

る。

(3)セクハラ予防と使用者の義務

Ｌ122-48条により，企業長は，公法上の一般的なセクハラ予防義務を負
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う。セクハラ予防の有効性は，使用者即ち企業長の意識，特に財政的責任を
（21）

果たす可能性を含めた意識次第であること'よ経験の示すところである。

ところで，この使用者の一般的予防義務については，同義務不履行を理由

にセクハラ被害者が使用者に対して損害賠償を請求できるかという問題があ

る。例えば，セクハラ加害者が解雇されなかった場合，被害者が使用者に対

して損害賠償を請求できるかという問題である。

これについては，1989年６月１２日のＥＣ指令を移入したＬ２３０－２条以下

の使用者による一般的な労働者の健康確保義務に結びつけて肯定的に解する
（22）

見解もないてはなし､が，フランスは，破段院判例が労働契約については安全
（23）

保証債務を認めてこなかったし，1898年労災補償法以来労働災害につし､ては
（24）

民事責任の一般法に基づく損害賠償請求を原則的lこ排除してきた国である。

この問題は，今後に残された問題としては重要であるが，現在のところは，
（25）

これを否定的|こ解さざるをえないものと思われる。

Ｌ123-1条のセクハラ差別罪については，被害者及び労働組合の付帯私

訴（不法行為）が可能であることはいうまでもない。安全衛生に関する行政

的刑事的規制の増大はフランス法の特徴であり，セクハラを安全衛生に絡め

て考えるならば，行政的刑事的規制と付帯私訴の活用が本筋なのであろう。
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Ⅲわが国セクハラ法の現状

ｌ加害者の刑事・民事責任

わが国においてはセクハラに関する特別の法令は存在しないが，わが国に

おいても，セクハラ加害者に対する責任追及としては，刑事訴追及び被害者

による民法709条の不法行為に基づく損害賠償請求がある。

前者については，加害者の地位利用に関するものとして，モデル等の職業

紹介を業とするプロダクションの経営者がモデル志願者としてスカウトした

女性に対し「モデルになるための度胸だめし」と称して裸にし狼褒行為に及

んだことにつき刑法117条（準強制狼褒罪）にいう「抗拒不能」の状態に陥
（１）

らせたものとした東京高裁半I決（昭和56.1.27．刑月13-1.2）がある。また，

出張に同行させた部下の女性社員に乱暴しようとして怪我を負わせ，婦女暴

行致傷の罪に問われた広島の元家電量販店部長に対して，懲役三年，執行猶
（２）

子四年を言い渡した広島地裁の半l決（平2.10.9）や，元部下の女性に交際を

断られた腹いせに女性の写真入りのいかがわしいビラや絵馬を神社や電柱な

どに張りつけていた大手電器産業の主任技師が名誉段損容疑で横浜地検に身
（３）

柄送検されたことなどが報道されている。しかし，わ力:国では，一般にセク

ハラを刑事犯罪としてとらえる意識は薄く，セル､ラ罪やセクハラ差別罪を

設けることは全く意識されていないといえる。

これに対して，人格権侵害等を理由とする加害者に対する損害賠償請求事

件は，いくつかの判決が存在する。部下である女子社員の性的噂を流して退

職を余儀なくさせた編集長に対して慰謝料150万円の支払いを命じた上記福

岡セクハラ事件判決，部下である女性職員に対して性的行為を強要し退職を

余儀なくさせたホテル会計課長に対して慰謝料100万円の支払いを命じたニ

ューフジヤホテル事件判決（静岡地沼津支判平2.12.20．労判580)，秘書に

性的暴行を加えた会社社長に対して慰謝料300万円の支払いを命じた東京地
（４）

裁半ｌｌ決（平3.1.30）がある。また，職場の先輩から体に触られるなどの性的

嫌がらせを繰り返され精神的肉体的に苦痛を受けた女性に対する謝罪と慰謝
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（５）

料150万円の支払いを内容とした福島地裁の禾ﾛ解（平5.8.26）がある。これ

ら損害賠償請求事件は，地裁段階ではそれなりに定着しているといえる。

２被害者の保護

セクハラ被害者に対する解雇，懲戒，配転などの不利益からの保護につい

ては，わが国では，終身雇用制を前提に解雇権濫用の法理が判例上発達して

おり，解雇は極めて難しいところから，直接の解雇事件はそれほど多くなさ

そうである。とはいえ，正社員からセクハラを受けたことを抗議したアルバ

イトの中国人女性を「会社の名誉，信用を傷つけた」という理由で解雇した

ことを無効とした日本博揚事件（東京地決平6.1.28）や，社長の実兄である

部長からセクハラを受けた女性事務職員を「会社の内規を乱し，社長の指示

を無視し，虚実を拡大させた」という理由で懲戒解雇したことを無効とした
（６）

奈良地裁判決（昭61.11．判決日不詳）がある。

それよりも，解雇の困難を前提にしたわが国特有の問題として，辞職を促

すような使用者の行為，あるいは退職を余儀なくさせるような事情が問題と

なるほうが多いだろう。実際，東京都の相談窓口のセクハラ相談集計でも，

セクハラの結果が，「自己退職した」「退職せざるをえなくなっている」「仕

事上の差別をされている」「人間関係での差別をされている」という解答が
（７）

冬,い。

まず，なによりも執勧な退職勧奨は不法行為に該当することはいうまでも

ないところである（下関商業高校事件，最三小判昭55.7.10．労判345)。そ

れに，退職の意思表示を行なわなければ解雇ざれいかなる社会的不利益を被

るかわからないものと被害者を畏怖ざせ強迫により退職の意思表示を得るこ

とは違法であって，その意思表示は取り消しうべきものであると同時に，使

用者の行為は不法行為に該当する（石見交通事件，松江地益田支判昭和44.

11.18労民集20-6)。また，被害者に男女関係に関する供述を強制すること

は被害者の精神的自由を侵害する違法な行為でありこれも不法行為に該当す

る（同)。
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次に，自宅待機の問題がある。職場に混乱がある場合など，人事管理上の

配慮から，セクハラに関する措置を決定するまでの間，被害者の自宅待機を
（８）

命ずること自体|土，労務指揮権lこ基づく業務命令として許されるであろう。

しかし，自宅待機命令を長期間継続しその主たる目的が労働者に任意の退職

を求めることにある場合は，同命令は正当な理由を欠く違法なものとなり，

さらに任意退職を働きかけ，解雇の意思表示をすることなどを含めて一連の
（９）

行為'よ不法行為を構成するとされてし､る。

配転の問題もある。事件の真偽を確かめもせず配転を命じることは信義則
（10）

を欠く無効なものであるし，評価上不禾U益な地位である職場に配転して労働

意欲を喪失させ，退職の決意をさせようとしたことが推認できる場合，配転
（11）

'よ人事権の濫用として無効である。但し，上司及び同僚との確執・協調性の

欠如・けんかを理由とする職場秩序維持のための配転は，判例上合理性を認
（12）

められ権利濫用にあたらなし､とされる場合が多いことは注意を要するし、セ

クハラ発生後使用者側が適切な対応をしたにもかかわらず効果がない場合は
（13）

配転がやむをえなし､ものとされることはあろう。

なお，上記福岡セクハラ事件判決は，使用者は，「労務遂行に関連して被

用者の人格的尊厳を侵しその労務提供に重大な支障を来す事由が発生するこ

とを防ぎ，又はこれに適切に対処して，職場が被用者にとって働きやすい環

境を保つよう配慮する」不法行為上の注意義務を負うと解している。この注

意義務は，セクハラを予防し，セクハラに適切に対処すべき義務を中核とす

るが，セクハラ被害者を不利益に取り扱わない義務をも含むものと解される。

３予防措置

わが国では，セクハラ予防に関する企業の対応は，アメリカなどへの海外

進出企業では十分に行なわれているが，国内向けてはまだ不十分な状況にあ

る。昨年１０月，労働省は，同省委託による「女子雇用管理とコミュニケーシ

ョン・ギャップに関する研究会」の報告書を発表し，雇用管理の立場からセ
（14）

ク'､ラ予防に取り組みはじめている。
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わが国では，セクハラ加害者に対する解雇や懲戒処分について，少ないと

はいえこれまでにもいくつか判例は存在する。たとえば，年配の運転手と新

参の車掌という弱い立場につけこんで強いた情交関係を理由とするバス運転

手の解雇を有効とした長野電鉄事件（長野地判昭45.3.24判時600)，宿泊勤

務先でのスチュワーデスに対する狼褒行為を理由とする観光パス運転手に対

する懲戒解雇を有効とした中央観光バス事件（大阪地決昭61.2.20労判470)，

女子パートに年齢を聞いて答えないと履歴書を持ち出して年齢を大声で読み

上げたためパートが退職してしまったこと等を考慮して店長として商品及び

従業員の管理能力に欠け勤務態度も不良と判断し従業員としての不適格を理

由に解雇したことを解雇権濫用にあたらないとしたユーマート事件（東京地

判平5.11.26労経速1516)，必ずしも地位利用ではないが，女子従業員等に対

する異常な言動等を理由とする解雇を有効とした斎藤コード製造事件（東京

地判平4.5.25労判613）などがある。この他加害者の懲戒や異動，辞職など
（15）

新聞で報道されてし､るものは少なからず存在する。今後，労働省の報告書な

どにより企業内でセクハラの認識が浸透すれば，各企業とも適切に対応する

こととなろう。

ところで，セクハラ予防に関しては，これを使用者の義務としてどうとら

えるかという問題がある。福岡セクハラ事件判決は，前述のように，使用者

はセクハラを予防しセクハラに適切に対処すべき不法行為上の注意義務を負

うと解しているが，さらに，専務のように被用者を選任監督する立場にある

者がこの義務を怠った場合には，この者に不法行為が成立し，使用者も民法
（16）

715条により使用者責任を負うと解している。同半Ⅱ決は，カロ害者である編集

長の行為が民法715条にいう「事業の執行に付き」行なわれたものとして，

使用者責任を認めたが，同時に，被用者を選任監督する立場にある専務の不

作為についても使用者責任を認めた。使用者責任については，使用者による

被用者の選任・監督に関する相当の注意等の免責事由が，実際上判例で認め

られた例がほとんどなく，結果的には使用者の無過失責任を認めたのと同じ
（17）

ことになっているという事情を考えると，この責任はセク’､ラ予防にとって
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かなり効果的であるといえる。

他方，セクハラ予防を使用者の安全配慮義務に含める考えがあるが，履行

補助者本人が運転する場合，道路交通法その他の法令に基づいて当然に負う

べきものとされる通常の注意義務は安全配慮義務の内容には含まれないとの

最高裁判決（陸上自衛隊331会計隊事件，最二小判昭58.5.27民集37-4)から，

本質的に個人的な行為であるセクハラが管理者により行なわれた場合一般的

に使用者の安全配慮義務違反が成立すると解することは困難であるとするも
（18）

のがある。履行補助者によって果たされるべき注意義務Iま使用者自身の義務

の内容でなければならないという定式を支持する立場に立てばこのような結

論にならざるをえないであろうが，学説はこの点で一致しているわけではな

い。なお，この立場に立っても，問題が生じた場合に早期に事実関係を確認

する等して問題の性質に見合った適切な職場環境を調整する義務は安全配慮

義務の内容であることは否定できないであろう。
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（１）上司など相手が自己に甚しい不利益を及ぼしうる地位にある場合準強姦・強

制狼褒罪における「抗拒不能」を認めるものに，団藤重光編『注釈刑法（４）』

有斐閣，1965年，303頁，大塚仁「刑法概説（各論)』有斐閣，1992年，101頁以

下がある。

（２）読売新聞1990.10.9．夕刊。

（３）朝日新聞1993.2.24゜

（４）朝日新聞1991.1.31゜

（５）東京新聞1993.8.26。

（６）両者とも仮処分事件である。前者については，朝日新聞1994.1.29を，後者

については，角田由紀子『性の法律学」有斐閣，1991年，185頁以下及び林弘子

「職場におけるセクシュアル．ハラスメントヘの法的対応」ジュリスト９５６，４２

頁以下を参照。なお，必ずしもセクハラとは，言い難いが，会社代表者と一時男

女関係にあった女子従業員に対する解雇を無効とした電気工事会社（女子従業員

地位保全）事件，大阪地決平5.3.8労判628がある。

（７）金子雅臣「相談窓口からみた性的いやがらせ」（日経連広報部編『セクシュ

アル・ヘラスメント」日経連広報部，1990年）116頁以下。

（８）ネッスル（静岡出張所）事件，静岡地判平2.3.23．労判567゜

（９）ノース・ウエスト航空（橋本）事件，千葉地判平5.9.24．労判638．航空機
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整備士の精神的苦痛について，慰謝料100万円の支払いが会社に命じられている。

(10）村山商店事件，横浜地判昭47.6.26.判夕283。

(11）東洋鋼板事件，横浜地判昭和47.8.24．労民集23-4，東亜ペイント事件，最

二小判昭61.7.14．労判477。

(12）合同企業事件，大阪地決昭60.1.21．労判452,エレクトロラックス・ジャパ

ン事件，東京地決昭60.7.31．労判457,帝都自動車交通事件）東京地判昭61.11.

21．労判489など。

(13）岩出誠『社内トラブル救急事典」明日香出版社，1993年，244頁以下。

(14）同報告については，２１世紀職業財団前掲書，奥山明良「職場でのセクシュア

ル・ハラスメント」労働法学研究会報1949,2頁以下を参照。

(15）朝日新聞1993.8.24（北海道厚岸町の教育長が歓迎会でセクハラ。減給処分

の後辞職)，同新聞1993.12.23（女性秘書から人権救済を申し立てられた京大教

授が一身上の都合により辞職)，同新聞1994.1.11（女性記者に狼褒行為をした秋

田地検次席検事を仙台地検検事に異動，事情聴取）など。

(16）類似判例として，私立大学応援団員の下級生に対する暴行につき，大学の執

行部会議，教授会等が指導等の具体的措置を取る義務を怠った過失があるとして

大学に使用者責任を認めた花園大学事件（最三小判平4.10.6判時1454）がある。

(17）遠藤浩編『基本的コンメンタール〔第三版〕債権各論」日本評論社，1988年，

252頁以下（玉田弘毅)。

(18）宮本光雄「セクシュアル・ハラスメントの法律問題」日経連広報部前掲書，

106頁以下。

(19）この問題に関する学説判例の状況については，高橋眞『安全配慮義務の研究』

成文堂，1992年，173頁以下を参照。

むすび

わが国では，フランスと比べるとセクハラが犯罪であるという意識は総体

的に低い。セクハラを人権の問題としてとらえるなら，企業内だけでなく，

全社会的に犯罪（強姦，強制狼褒，準強姦・強制狼襲，暴行，脅迫，強要

等）としてその反社会性を確認する必要があろう。

他方，セクハラ加害者に対する民事責任追及は困難を伴うとはいえそれな

りに判例が整ってきているといえる。また，セクハラ被害者の解雇は，解雇

権濫用の法理により，フランスと比べてかなり少なそうである。但し，解雇

の困難を前提とする，退職強要等わが国独自の問題がある。この問題は，こ

れまでには，水面下の問題として法律問題としては顕在化しなかったが，被
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害者保護のため男女雇用機会均等法11条への記載その他なんらかの対策が必

要であろう。

セクハラ予防については，各企業における労使の努力に待つしかないが，

セクハラ加害者に対する懲戒処分等はそれなりに行なわれるようになってき

ているようである。（平成６年２月末日脱稿）
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